
国土強靱化地域計画について 

 

１ 国土強靱化地域計画について                             

① 平成 25年 12月、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する

国土強靱化基本法」が公布・施行され、平成 26年６月には、国の「国土強靱化基本計画」

が策定されました。 

基本法第 13 条では、都道府県及び市町村においても、国土強靱化地域計画を策定でき

ることとされており、県では、「岩手の強靱化」を推進するための指針とするべく、平成

28年２月に「岩手県国土強靱化地域計画」を策定し、さらに、平成 28年８月の台風第 10

号による甚大な被害状況などを踏まえた見直しを随時行ってきました。 

【参考】国土強靱化地域計画と地域防災計画の主な違い             

・国土強靱化地域計画：あらゆるリスクを想定し、主に発災前における平時の施策が対象 

・地域防災計画：リスクを特定し、そのリスクへの対応が対象(根拠法令：災害対策基本法) 

 

② この国土強靱化地域計画について、全国の状況を見ると策定済みは、47都道府県、120

市区町村（令和元年 12月１日時点）に止まっており、昨今の災害の頻発化・激甚化を踏

まえ、市区町村における地域計画の策定促進が課題となっています。 

   県内市町村においては、平成 30年９月に二戸市が地域計画を策定しており、そのほか

の市町村においても、策定に向け、検討が進められています。 

   ※別添資料「国土強靱化地域計画の策定状況」参照 

 

２ 国の補助金・交付金事業について                          

国では、地方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実施する取組に対する補助金・交付

金の交付の判断にあたり「一定程度の配慮をする」としてきましたが、令和２年度以降に

ついては、予算の「重点化」「要件化」「見える化」「地方負担軽減」を行うことにより、

地域計画の策定、地域の国土強靱化の取組を一層促進するとの方針が示されております。 

 

３ 国土強靱化地域計画の策定支援について                       

県では、市町村の国土強靱化地域計画策定に向けて、市町村担当者を対象とした説明会

や、個別の市町村との意見交換会等を継続的に行ってきました。 

今後においても、引き続き市町村における計画策定支援に取り組んで参りますので、御

相談等については、下記担当までお問い合わせください。 

 

政策地域部政策推進室（政策担当） 

電 話：019-629-5509（直通） 

E-mail：AA0001@pref.iwate.jp(インターネット回線) 

    aa0001@pref.iwate.lg.jp（LG-WAN回線） 
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国土強靱化地域計画の策定状況（令和元年 12月 1日現在） 
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内閣官房国土強靱化推進室（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/tiiki.html）掲載資料より抜粋 

資料 

１，７４１市区町村のうち、 
  策定済み      １２０市区町村 
  策定中（予定含む） ８６５市区町村 

策定済み・策定中（予定含む） 

の市区町村の割合 




